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愛西市通学路安全対策推進会議 

 

 

 



１ プログラムの目的 

 

  平成２４年４月以降、全国で登下校中の児童生徒が死傷する事故が相次いで発生した

ことにより、文部科学省、国土交通省および警察庁の３省庁が連携し、通学路における

交通安全の一層の確保を目的とした、関係機関合同による緊急合同点検を実施するよう

全国自治体に要請がありました。 

  愛西市でも、平成２４年７月～８月に小学校の通学路において、道路管理者・警察・

学校関係者等が連携して緊急合同点検を実施し、必要な対策を講じてまいりました。 

  引き続き、通学路の安全確保に向けた取り組みを行うため、この度、関係機関の連携

体制を構築し、｢愛西市通学路交通安全プログラム｣を策定して、今後は、本プログラム

に基づき、関係機関が連携して、児童生徒が安全に通学できるよう計画的かつ継続的に

通学路の安全対策に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 愛西市通学路安全対策推進会議の設置 

 

  関係機関の連携を図るため、以下をメンバーとする｢通学路安全対策推進会議｣（以下

｢推進会議｣という。）を設置しました。本プログラムは、この推進会議で議論し、策定し

たものです。 

  ・ 愛西市教育委員会                学校関係者 

  ・ 愛西市立小学校（教職員他）             

  ・ 津島警察署            ・・・    交通管理者 

・ 海部建設事務所道路整備課 

  ・ 海部建設事務所維持管理課            道路管理者 

  ・ 愛西市産業建設部土木課 

  ・ 愛西市市民協働部防災安全課      

 

プログラム作成の主旨 

 

１．継続的に通学路安全対策を実施し、児童・生徒の安全を確保します。 

 

２．地域、保護者、行政機関が連携し、愛西市全体での安全対策を推進します。 

 

３．対策実施後も実施効果について検証し、交通安全対策の向上に努めます。 



３ 取組方針 

 

（１）基本的な考え方 

  継続的な通学路の安全を確保するため、緊急合同点検後も合同点検を実施し、効果的

な対策を施し、効果の検証を行いながら対策の改善・充実を図ります。 

  これらの取り組みをＰＤＣＡサイクルとして繰り返し実施し、さらなる安全性の向上

を図ります。 

 

《 通学路安全対策確保に向けたＰＤＣＡサイクルのイメージ 》 

 

 

 

（２）定期的な合同点検 

 ○合同点検の実施時期等 

  ・市内を２つの地区（佐屋・立田地区、佐織・八開地区）に分けて、それぞれの学区

の小学校を隔年で、合同点検を実施します。 

  ・効率的、効果的に合同点検を行うため、推進会議において、重点課題を設定し、合

同点検を実施します。 

 ○合同点検の体制 

  ・小学校ごとに、学校、教育委員会、道路管理者、交通管理者等が参加する合同点検

を実施します。 

 

Ｐｌａｎ 

合同点検の実施 

安全対策の検討   

Ｄｏ 

安全対策の実施 

Ｃｈｅｃｋ 

対策効果の把握 

Ａｃｔｉｏｎ 

危険箇所の抽出 

対策の改善・充実 



（３）対策案の検討 

  合同点検の結果を踏まえ、対策が必要と確認された箇所ごとの具体的な対策案を関係

機関により検討いたします。対策案については、関係機関での調整を行い、より効果的

な対策の実施を目指します。 

 

（４）対策の実施 

  安全対策のうち、短期的に実施が可能なもの（看板の設置、ラインの塗替え、路面表

示、カラー舗装）については、緊急性や重大な事故が予見される箇所から優先的に実施

します。また、中長期的な対応が必要なもの（歩道の新設、拡幅、交差点改良、信号設

置）についても整備に向けた計画を迅速に進め、実施に向けて取り組みます。 

  道路管理者や交通管理者が対応する交通安全施設については、各管理者が設置、改善

した後、教育委員会及び学校により改善箇所の説明、対策内容を児童生徒、関係保護者

に対しお知らせすることで、施設の効果的な運用を図ります。 

 

（５）対策効果の検証 

  実施した対策について、通学路の安全性についての効果を検証します。 

   （検証手法例） 

    ○対策箇所について学校とヒアリングを実施し、安全対策効果の確認 

    ○対策箇所における車と歩行者との隔離、車両の徐行通行状況といった変化を確

認し、歩行者（児童生徒）の安全性を確認 

    ○対策箇所における事故件数推移の確認 

     ※ 検証手法については、対策箇所の利用状況に応じて検討いたします。 

 

（６）対策の改善・充実 

  検証によって得られた意見を踏まえ、対策案の改善を図り、より効果的な対策を講じ 

 るよう努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【教育委員会】 

注意喚起 

看板設置 

交通安全指導 

【警察】 

交通指導・取締り 

交通規制の検討 

信号、横断歩道の設置 

【道路管理者】 

歩道の整備 

カラー舗装化 

路面表示 

５月 通学路安全対策推進会議（重点課題を設定） 

 

６月～７月 通学路危険箇所の抽出 

７月～８月 合同点検の実施 

７月～８月 対策案の検討 

９月 対策案の調整 

９月～２月 対策の実施・報告 

３月 実施した対策の効果検証 

４月 対策案の改善 


